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報告第６号  

    

令和５年度 (2023 年度 ) 公益財団法人城陽市民余暇活動セ  

ンター決算に関する報告について  

 

 令和５年度（ 2023 年度）公益財団法人城陽市民余暇活動センターの決

算について、別紙のとおり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２４３条の３第２項の規定に基づき報告する。  

 

  令和６年９月５日報告  

   (2024 年 ) 

 

                 城陽市長  奥  田  敏  晴     

 



 

２ 

参照条文  

 

 地方自治法（抜粋）  

（財政状況の公表等）  

第２４３条の３    略  

２  普通地方公共団体の長は、第２２１条第３項の法人について、毎事

業年度、政令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを

次の議会に提出しなければならない。  

３          略  

 

（予算の執行に関する長の調査権等）  

第２２１条      略  

２          略  

３  前２項の規定は、普通地方公共団体が出資している法人で政令で定

めるもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保

証し、又は損失補償を行う等その者のために債務を負担している法人

で政令で定めるもの及び普通地方公共団体が受益権を有する信託で政

令で定めるものの受託者にこれを準用する。  

 



 

 

 

 

令和５年度 

（２０２３年度） 

 

 

公益財団法人城陽市民余暇活動センター 

決 算 に 関 す る 報 告 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
































































































